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行政財産貸付契約書（案） 

 

賃貸人 那覇港管理組合（以下「組合」という。）と賃借人 【     】（以下「事業

者」という。）は、「那覇港総合物流センターⅡ期整備運営事業」（以下「本事業」という。）

の実施に当たって、組合と事業者が令和【 】年【 】月【 】日付で締結した「那覇港総

合物流センターⅡ期整備運営事業 事業契約書」（以下「事業契約」という。）に基づき、組

合所有の別紙物件目録に記載の土地（以下「本件土地」という。）に、借地借家法（平成 3

年法律第 90 号。以下「法」という。）第 23 条（事業用定期借地権等）第 1 項に規定する借

地権を設定することを目的として、第 1 条から第 26 条までを内容とする契約（以下「本契

約」という。）を、令和【 】年【 】月【 】日（工事着手日）までに、公正証書により

締結するものとする。 

 

（契約の目的） 

第１条 組合は、事業の用に供する別紙物件目録に記載の建物（以下「本件建物」という。）

の所有を目的として、本件土地に事業者のために、法第 23 条第 1 項に規定する借

地権（以下「事業用定期借地権」という。）を設定するものとする。 

２ 本契約により組合が事業者のために設定する事業用定期借地権（以下「本件借地権」

という。）は賃借権とする。 

３ 組合及び事業者は、本件借地権の契約更新（更新の請求及び土地の利用継続による

ものを含む。）を行わないものとする。また、事業者は組合に対し、建物の買取り

請求をできないものとする。 

４ 本件借地権には、法第 3 条から第 8 条まで、第 13 条及び第 18 条並びに民法第 619

条第 1 項の規定は適用されない。 

 

（指定用途） 

第２条 事業者は、事業契約に基づき、本件建物を、本事業の実施以外の用途に使用しては

ならない。 

２ 事業者は、本件建物を、以下の用途に使用、若しくは以下の用途に使用する者に賃

貸することはできないものとする。 

（1） 風俗営業又はそれに類する用途、犯罪に関わる又は助長する用途、公序良

俗に反する用途及びその他周辺環境の品位や価値を損なう用途 

（2） 騒音・振動・塵埃・視覚的不快感・悪臭・電磁波・危険物等を発生又は使

用する等周囲に迷惑を及ぼすような用途 

（3） 港湾法に基づく保管施設（倉庫）及び付随する施設として不適当な用途 

（4） その他、社会通念上、公共施設として不適当な用途 

３ 組合は、事業者が前 2 項に違反した場合、直ちに事業者に是正措置を要求すること

ができる。万一、事業者が速やかに是正措置に応じない場合、組合は、本契約を解
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除することができる。この場合、組合は本契約解除に関する一切の費用等を負担し

ないものとする。 

４ 前項の場合、組合は事業者より受託している本契約に基づく保証金は返還しないも

のとする。また、事業者は、本件建物の解体撤去費用が発生する場合はこれを負担

するものとし、本件建物の賃借人に対する営業保証金、損害賠償、閉店等に係る一

切の費用等を負担するものとする。 

 

（賃借権の期間） 

第３条 本件借地権の期間は、本契約に伴う公正証書契約締結日から、令和【 】年【 】

月【 】日（解体・撤去工事完了日）までとする。 

２ 本件借地権の契約期間中に本件建物の滅失（取壊しを含む。）があった場合に事業

者が本契約の残存期間を超えて存続すべき建物を築造したときといえども、本契約

の存続期間は延長しないものとする。 

 

（貸付料及び貸付料の改定） 

第４条 本件土地の貸付料は、年額 金【   】円（1 平方メートル当たり年額 1,400 円）

とし、1 年未満の端数が生じる場合には日割り（1 年を 365 日とする。）をもって計

算した額とし、1 円未満の端数は切り捨てる。 

２ 前項の貸付料年額は、当該年の 4 月 1 日から翌年の 3 月 31 日までの額とする。 

３ 事業者は、毎年度、以下に定めるところにより、組合の発行する納入通知書に従い、

組合が指定する方法により支払う。ただし、初回の貸付料（本契約が成立した日か

ら【 】月分までの貸付料）の支払日は、【 】年【 】月末日までとする。 

（1） 毎年４月から６月分は、４月末日まで 

（2） 毎年７月から９月分は、７月末日まで 

（3） 毎年 10 月から 12 月分は、10 月末日まで 

（4） 毎年１月から３月分は、１月末日まで 

４ 組合及び事業者は、第 1 項の貸付料について、原則として３年毎に実施される固定

資産税評価に応じ、貸付料の改定を行う。 

 

（保証金） 

第５条 事業者は、第４条に規定する貸付料及び第 20 条に規定する遅延利息その他本契約

に基づいて生ずる一切の事業者の債務を担保するため、本契約が成立したときに、

組合に対し保証金として本件土地の貸付料の 5 か年分金【   】円を預託しなけ

ればならない。 

２ 組合は、事業者に貸付料の不払いその他本契約に関して発生する債務の支払遅延が

生じたとき、催告なしに保証金をこれらの債務の弁済に充当することができるもの

とする。この場合には、組合は、弁済充当日、弁済充当額及び費用を事業者に書面

で通知する。 
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３ 事業者は、前項により組合から弁済充当の通知を受けた場合には、通知を受けた日

から 30 日以内に組合に対し保証金の不足額を追加して預託しなければならない。 

４ 組合は、本契約の終了に伴い、事業者が本件土地を原状に復して組合に返還し、か

つ、第 18 条に規定する事業用定期借地権設定登記の抹消及び本件建物の滅失登記

がなされた場合において、本契約に基づいて生じた事業者の債務で未払いのものが

あるときは、保証金の額から当該未払債務の額を差し引いた額を、また、未払いの

債務がないときは保証金の額を、それぞれ遅滞なく事業者に返還しなければならな

い。この場合において、返還すべき金員には利息を附さないものとする。 

５ 前項の場合において、未払債務額を差し引いて保証金を返還するときは、組合は、

保証金から差し引く金額の内訳を事業者に明示しなければならない。 

６ 事業者は、本件土地を原状に復して組合に返還するまでの間、保証金返還請求権を

もって組合に対する貸付料その他の債務と相殺することができない。 

７ 事業者は、保証金返還請求権を第三者に譲渡、又は質権その他いかなる方法によっ

ても担保に供してはならない。ただし、第９条第 3 項に規定する場合については、

この限りではない。 

 

（地中埋設物、土壌汚染等） 

第６条 本件建物の工事着手日前までに本件土地に土壌汚染が確認された場合は、組合の費

用負担によりこれを撤去するものとする。 

２ 本件土地に通常想定される規模の埋設物が存在した場合、事業者が撤去等の対策を

講じることとするが、通常想定されない地中障害物が発見された場合は、組合の費

用負担により事業者がこれを撤去するものとする。ただし、地中障害物の有無等を

確認するために事業者が調査を実施する場合、その調査に要する費用は、原則とし

て全て事業者が負担することとする。 

 

（制限される行為） 

第７条 事業者は、本件土地を善良なる管理者の注意を持って使用し、維持保全しなければ

ならない。 

２ 事業者は、組合の書面による承諾を得ることなく、本件建物について以下の行為を

してはならない。 

（1） 建物に抵当権その他の権利を設定すること。 

（2） 建物の建設に伴い通常必要とされる程度を超えて、本件土地の原状を変

更すること。 

 

（建物の賃貸借等） 

第８条 事業者は、真にやむを得ない理由により、本件建物の全部又は一部を事業計画に記

載のない第三者（以下「第三者」という。）へ賃貸する場合は、事前に書面により組

合の承諾を得るものとする。 
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２ 事業者は、前項の場合であっても、第２条第 2 項各号に定める用途に使用する者、

若しくは以下の団体等に賃貸借、転貸借等することはできないものとする。 

（1） 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律（平成 3年法律第 77 号。

以下「暴力団対策法」という。）第 2 条に規定する団体又はその構成員等の

統制下にある団体 

（2） 法務省による「企業が反社会的勢力による被害を防止するための指針」に

規定する反社会的勢力 

（3） 無差別大量殺人行為を行った団体の規制に関する法律（平成 11 年法律第

147 号）第 5 条及び第 8 条に規定する処分を受けている団体又はその構成員

の統制下にある団体 

３ 事業者は、当該第三者に対し、本件建物が本件借地権を設定した土地の上に建設さ

れているものであり、本件借地権は本契約の終了時に消滅し、それと同時に当該第

三者との建物賃貸借契約も終了することを、書面で約定するものとする。 

 

（建物及び借地権の譲渡・転貸） 

第９条 事業者は、本件建物の全部若しくは一部を第三者に譲渡できないものとする。事業

者は、真にやむを得ない理由により、本件建物の全部若しくは一部を第三者に譲渡

する場合、また、これに伴い本件借地権（賃借権）を第三者に譲渡・転貸するとき

は、事前に書面により組合の承諾を得るものとする。 

２ 事業者は、当該第三者に対し、本件建物が本件借地権を設定した土地の上に建設さ

れているものであり、本件借地権は本契約の終了時に消滅することを書面で約定す

るものとする。 

３ 組合が第 1 項の譲渡に承諾を与えたときは、事業者は本件借地権とともに組合に対

する保証金返還請求権を当該第三者に譲渡するものとし、組合はこれを承諾するも

のとする。 

４ 事業者は、第 1 項の場合であっても、第２条第 2 項各号に定める用途に使用する

者、若しくは第８条第 2 項各号に定める団体等には本件借地権（賃借権）を譲渡・

転貸できないものとする。 

 

（建物の新築及び増改築等） 

第１０条 事業者は、本件建物を建築基準法上の確認申請を要する新築、増改築又は解体撤去

を行う場合は、事前に組合の書面による承諾を得るものとする。 

 

（土地の譲渡） 

第11条 組合は、本件土地を第三者に譲渡しようとする場合は、あらかじめ、その旨を事業

者に書面により通知するものとする。 

２ 組合は、本件土地を第三者に譲渡した場合には、事業者に対する保証金返還債務を

当該第三者に承継させるものとする。 

 



 

 5 

（契約の解除） 

第12条 組合は、次の各号のいずれかに掲げる事由が事業者に存する場合、相当の期間を定

めて当該事由に係る義務の履行を事業者に対し催告する。事業者がその期間内に当

該義務を履行しないとき、組合は本契約を解除することができる。ただし、第 5 号

に掲げる事由が事業者に存する場合、組合の催告の有無にかかわらず、組合は本契

約を解除することができる。 

（1） 第２条の指定用途の規定に違反したとき。 

（2） 第４条の貸付料の規定に違反したとき。 

（3） 第５条第３項の保証金の規定に違反したとき。 

（4） 第５条第 7 項の規定に違反して、保証金返還請求権を譲渡し又は担保に

供したとき。 

（5） 第８条の建物賃貸借等の規定に違反したとき。 

（6） 第９条の建物及び借地権の譲渡・転貸の規定に違反したとき。 

（7） 第１０条の建物の新築及び増改築等の規定に違反したとき。 

（8） その他本契約の規定に対し本契約を継続し難い重大な違反行為があった

とき。 

２ 組合は、次の各号のいずれかに掲げる事由が事業者に存する場合、本契約を解除す

ることができる。 

（1） 事業者について、銀行取引の停止処分、国税等滞納処分又は破産その他の

法的倒産手続の開始の決定があったとき。 

（2） 事業者の代表企業、構成企業若しくは協力企業のいずれかの者が次のい

ずれかに該当するとき。 
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ア 役員等（その役員又はその支店若しくは常時建設工事の請負契約を締結する

事務所の代表者をいう。以下この号において同じ。）が第 2 条第 6 号に規定す

る暴力団員（以下「暴力団員」という。）であると認められるとき。 

イ 役員等が、暴力団員であることを知りながらこれを使用し、又は雇用している

とき。 

ウ 暴力団（暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第 2 条第 2 号に規

定する暴力団をいう。以下この号において同じ。）又は暴力団員が経営に実質

的に関与していると認められるとき。 

エ 役員等が自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損

害を加える目的をもって、暴力団又は暴力団員を利用する等したと認められる

とき。 

オ 役員等が、暴力団又は暴力団員に対して資金等を供給し、又は便宜を供与する

等直接的あるいは積極的に暴力団の維持、運営に協力し、若しくは関与してい

ると認められるとき。 

カ 役員等が、暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有している

と認められるとき。 

キ 下請契約又は資材、原材料の購入契約その他の契約に当たり、その相手方がア

からカまでのいずれかに該当することを知りながら、当該者と契約を締結した

と認められるとき。 

ク 事業者が、アからカまでのいずれかに該当する者を下請契約又は資材、原材料

の購入契約その他の契約の相手方としていた場合（キに該当する場合を除く。）

に、組合が代表企業を介して事業者に対して当該契約の解除を求め、事業者が

これに従わなかったとき。 

 

（違約金） 

第13条 事業者は、第 12 条の規定により組合が本契約を解除した場合は、その損害として

貸付料の 2 か年相当額を違約金として組合に支払うものとする。保証金を預託して

いる場合、保証金を違約金の一部又は全部に充当できるものとする。 

２ 組合に損害が発生した場合は、違約金とは別に組合が被った損害のうち合理的な範

囲を事業者は賠償するものとする。 

 

（契約の中途解約） 

第14条 第３条第 1 項の期間中に、事業者が真にやむを得ない事由により事業計画の継続が

できなくなり本契約を解約する場合は、６か月前までに組合に対し書面で申し入れ、

組合の承諾を得なければならない。 

２ 前項により事業者が中途解約する場合は、以下に定める事項に従うものとする。 

（1） 事業者は貸付料の 1 か年分金【   】円を違約金として組合に支払うも

のとする。なお、保証金を違約金の一部又は全部に充当することができる。 
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（2） 組合に損害が発生した場合は、違約金とは別に組合が被った損害のうち

合理的な範囲を事業者は賠償するものとする。 

 

（事業契約の終了による契約の解除） 

第15条 本契約は、事業契約第 59 条、第 60 条又は第 61 条の規定により事業契約が解除さ

れ、終了したとき、他に特段の手段を要せず、事業契約の解除等の効力が生ずると

同時に当然に解除されるものとする。 

 

（法令変更及び不可抗力に対する措置） 

第16条 組合及び事業者は、法令変更若しくは天災地変等の不可抗力により本契約に基づく

義務の全部又は一部の履行ができなくなったときは、その内容の詳細を記載した書

面をもって直ちに相手方に通知しなければならない。この場合において、通知を行

った者は、通知を発した日以降、本契約に基づく履行期日における履行義務の全部

又は一部を免れるものとする。ただし、各当事者は法令変更若しくは不可抗力によ

り相手方に発生する損害を最小限にするよう努力しなければならない。 

２ 組合及び事業者は、前項に定める通知を発した日以後、直ちに本事業の継続の可否

について協議するものとし、本事業の継続に関して増加費用の発生又は契約期間の

満了による本件土地の返還の遅延が予想される場合にあっては、事業者が当該増加

費用の額又は遅延期間を最小限とするような対策を検討し、その対策の合理性につ

いて組合と協議しなければならない。 

３ 事業者は、法令変更若しくは天災地変等の不可抗力により本契約の有効期間中に発

生した追加費用及び損害額を負担するものとする。 

 

（契約終了時の措置） 

第17条 事業者は、本件借地権の契約期間の満了、契約の解除、契約の中途解約等により本

契約が解除されたときは、組合の指定する期日までに自己の費用をもって本件土地

に存する本件建物及びその他本件土地に付属させた一切の物を収去し、本件土地を

原状に復して土壌汚染の無いことを確認し、組合の書面による承諾を得た上で組合

に返還するものとする。 

２ 前項の規定にかかわらず、事業者は、組合から本件建物の譲渡の要請又は申出があ

った場合、協議に応じるものとする。 

３ 事業者が正当な理由がなく、本条第１項の原状回復等の規定に従わず、本件土地の

返還が期限内に完了しないと認められる場合、組合は、事業者に代わって本件建物

等の収去及び本件土地の原状回復等を行うことができるものとする。この場合にお

いて、事業者は、組合が行う本件建物等の収去及び本件土地の原状回復等の措置に

異議を申し出ることができず、また、組合の措置に要した費用を負担し、組合に生

じた損害を賠償しなければならない。 

４ 事業者が本件土地の返還を遅延した場合には、契約期間満了日、契約の解除又は契

約の中途解約の場合は組合が指定した土地の返還予定日から、遅延期間 1 日当た
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り、本件土地の直近の年間貸付料を 1 日当たりに換算した貸付料（1 年を 365 日と

し、1 円未満の端数は切り捨てる。）の 2 倍に相当する額の遅延損害金を事業者は

組合に支払うものとする。 

５ 事業者は組合に対し、第３条に定める借地権の期間が満了する日の 2 年前までに、

建物の取壊し及び建物借受人の明け渡しの日程等貸付財産の返還に必要な事項を

書面により報告しなければならない。 

 

（登記） 

第18条 組合及び事業者は、協議の上、本件土地について事業用定期借地権設定の登記を行

うものとする。 

２ 本契約が終了した場合には、事業者の責任において直ちに、前項の登記を抹消する

ほか、本件土地上の建物の滅失登記、本件建物に付着した担保権等の一切の抹消登

記を行うものとする。 

３ 本条に関する費用は、事業者の負担とする。 

 

（公租公課） 

第19条 本件土地の租税は組合の負担とし、本件建物の租税は事業者の負担とする。 

 

（遅延利息） 

第20条 事業者は、第 4 条第 3 項に規定する期日までにその貸付料を支払わなかったとき

は、未払額につき、当該期日を経過した日から支払をする日までの日数に応じ、政

府契約の支払遅延防止等に関する法律（昭和 24 年法律第 256 号）第 8 条第 1 項の

規定に基づき財務大臣が決定した率（以下「支払遅延防止法の率」という。）で計

算した金額を遅延利息として組合に支払わなければならない。この場合の計算方法

は、年 365 日の日割計算とする。 

２ 組合は、事業者が貸付料及び遅延利息を納付すべき場合において、納付された金額

が貸付料及び遅延利息の合計額に満たないときは、先ず遅延利息から充当するもの

とする。 

 

（近隣対策） 

第21条 本件建物の整備、維持管理及び運営において、近隣事業者等への周知、説明対応等

については、事業者は誠意をもって近隣事業者等への説明等を行い、紛争等が生じ

た場合も事業者の責任と負担において対応するものとする。 

 

 

 

 

（施設建設に起因する周辺影響への対策） 
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第22条 本件建物を建設したことに起因する周辺への影響（電波障害、風害、悪臭、日影等）

について、実際に本件建物に起因して影響が生じた場合、事業者が責任を持って対

応するものとする。 

 

（債務不履行に対する措置） 

第23条 組合及び事業者は、本契約に定める一切の金銭債務を履行しないときは、直ちに、

強制執行を受けても異議がないことを承諾するものとする。 

 

（公正証書による契約の締結） 

第24条 組合及び事業者は、公証人役場において、公正証書により、この契約に定める内容

に基づく事業用定期借地権の設定契約を締結する。 

２ 公正証書作成に係る一切の費用は、事業者の負担とする。 

 

（準拠法及び専属的合意管轄裁判所） 

第25条 本契約は日本国の法令に従い解釈され、本契約に係る訴えの専属的合意管轄裁判所

は、本件土地の所在地の那覇地方裁判所とする。 

 

（規定外事項） 

第26条 本契約に定めのない事項又は本契約の規定の解釈について疑義がある事項につい

ては、組合及び事業者は、民法、借地借家法、その他の法令及び慣行に従い、誠意

を持って協議し、解決するものとする。 
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本契約の締結を証するため、本契約書 2 通を作成し、当事者記名押印の上、各自 1 通を

保有する。 

 

 

令和  年  月  日 

 

            組合     沖縄県那覇市通堂町 ２－１ 

                   那覇港管理組合 

                   管理者 玉城 康裕 

 

 

 

            事業者    【     住    所     】 

                   【 事業者名   】 

                   【     代表者職氏名     】 
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別紙 物件目録 

物件表示 1 

所在 沖縄県那覇市港町１丁目 

地番 ５番２ 

地目 ●● 

地積 ●平方メートル 

 

 

物件表示 2 

別紙１事業計画建物図面記載の【    】 

床面積 【    】平方メートル 

 

 

 


